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第２次「安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまちづくり推進行動計画」

市長に聞く！ 協働のまちづくりって？ み
ん
な
が
主
役
で
は
じ
ま
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

第
２
次
「
安
曇
野
市
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
基
本

方
針
及
び
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
行
動
計
画
」を
策
定

協 働のまちづくりは、まちづくりを担うすべての皆さんが、目的を
共有し合い、対等な立場でお互いの特性を活かしながら共に行動

することです。そのためには市民の皆さん一人ひとりがまちづくりの主
役であることに自覚をもち、積極的にまちづくりに参加することが欠か
せません。
　この度策定した、第 2 次「安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及
び協働のまちづくり推進行動計画」では、3 つの基本方針と、これに基
づく行動計画を設定し、市民の皆さんの協働の意識づくりと主体的な市
民活動の促進、まちづくりを担うさまざまな人や団体をつなぐ協働コー
ディネート機能の充実などに積極的に取り組むことで、いきいきと心豊
かに暮らせる安全・安心なまちづくりを目指します。住む人・来る人に
やさしいまち安曇野を共に創造しましょう！

重点的に取り組む事項

①協働に関する情報を収集・一
元化し、情報を必要とする人
が必要な情報を得られる提供
方法の工夫

②あらゆる主体相互をつなぎ、
多様な協働を作り出す協働コ
ーディネート機能の充実

③協働のまちづくりを担う人財
の発掘と活用

④あらゆる主体が自立した市民
活動の継続に必要な支援の充
実

⑤市民一人ひとりの協働の意識
づくりと主体的な市民活動の
促進

計
画
策
定
の
背
景

近
年
、
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少

な
ど
社
会
情
勢
が
大
き
く
変
化
す
る
中

で
、
多
様
化
・
複
雑
化
し
た
地
域
課
題

の
解
決
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
地
域
社
会
で
は
、
市
民

一
人
ひ
と
り
は
も
と
よ
り
、
区
な
ど
自

治
会
や
市
民
活
動
団
体
、
企
業
、
教
育

機
関
、
行
政
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
主
体
が

ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
、力
を
合
わ
せ
て
い
く
「
協
働
」

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
は
、
お
互
い
に
支
え
合
う
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
を
目
指
し
、
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
の
具
現
化
を
図
る
た
め
、
第
2

次
「
安
曇
野
市
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推

進
基
本
方
針
及
び
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

推
進
行
動
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

計
画
期
間

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
5
年
度
ま
で

の
5
年
間

計
画
の
体
系
と
施
策

計
画
で
は
、
設
定
し
た
3
つ
の
基
本

方
針
に
基
づ
き
、
7
つ
の
基
本
施
策
を

掲
げ
ま
し
た
。
こ
の
基
本
施
策
の
推
進

の
た
め
に
、
20
の
具
体
的
施
策
と
74
の

行
動
要
領
を
設
け
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
や
協
働

に
対
す
る
市
民
一
人
ひ
と
り
の
意
識
の

向
上
の
た
め
に
研
修
会
や
講
習
会
を
実

施
し
た
り
、
社
協
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
や
他
自
治
体
等
と
連
携
し
て
情
報

や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
す
る
ほ
か
、「
ま

ち
づ
く
り
人
財
バ
ン
ク
（
仮
称
）」
を

設
置
し
て
人
財
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く

り
な
ど
を
行
い
ま
す
。

主
役
は
市
民
一
人
ひ
と
り
で
す

◇
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
で
あ
る
こ
と
の
自

覚
と
責
任
を
持
ち
、
ま
ち
づ
く
り
への

積
極
的
な
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
区
な
ど
自
治
会
へ
加
入
し
、
相
互
の

支
え
合
い
と
協
力
の
も
と
、
主
体
的

に
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
っ
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
地
域
づ
く
り
課
ま
ち
づ
く
り
推
進
係
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【基本方針１】
協働の意識づくりと

主体的な市民活動の促進

【基本方針２】
情報共有の仕組みづくり

【基本方針３】
協働コーディネートの充実
に向けた人財の発掘・養成

市民一人ひとりがまちづくりの主役とし
ての自覚と責任をもてるよう意識づくり
に取り組むとともに、あらゆる主体の主
体的な市民活動への参画を促進します。

多様な協働の取り組みについて市民に浸
透させていくとともに、市民一人ひとりが
まちづくりに関心を持ち、主体的にまちづ
くりに参画するために必要な情報を収集
し、情報を必要とする方が必要な情報を得
られる仕組みづくりに取り組みます。

協働で課題解決に取り組むためには、活
動の主体同士をつなぐ協働コーディネー
ターが重要な役割を担います。あらゆる主
体の中間で、相互理解や対等でより良い
関係づくりなどを担う人財を発掘し、その
人財のスキルの向上を図ります。

基本施策１
協働の意識づくりと市民活動の円
滑な運営支援

基本施策１
情報収集システムの構築

基本施策１
協働コーディネートスキルの向上

基本施策 2
地域課題解決への参画促進

基本施策 2
情報の共有化及び提供システムの
構築

基本施策 2
協働を担う人財のネットワーク
づくり

基本施策 3
市民活動への参加機会の創出

実施体制 基本方針 基本施策


